
相模原市食育推進マスコットキャラクター「サガピー」のデザイン等に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、相模原市食育推進マスコットキャラクター「サガピー」(以下、

「サガピー」という。)のイラスト、愛称又はこれらに準ずるもの(以下、「デザイ

ン等」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。 

（使用申請） 

第２条 デザイン等を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、「サガピー」

デザイン等使用申請書（第１号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、次の使用の場合は、承認を受けずに利用できるものとする。 

（１）献立表、給食だより、保健だより(類似の資料を含む)での使用 

（２）放送機関、新聞社、通信社その他報道機関の報道目的での使用 

（３）相模原市が実施する事業等での使用 

（４）その他、市長が認めるとき 

２ 市長は、申請者が前項の規定による使用申請に要した費用について、一切の責任

を負わないものとする。 

（使用承認） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があった場合はその内容を確認し、使用の承

認を決定したときは、申請者に対し「サガピー」デザイン等使用承認通知書（第２

号様式）を交付するものとし、不承認とする場合には、申請者に対し「サガピー」

デザイン等使用不承認通知書（第３号様式）を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定によりデザイン等の使用を承認する場合においては、条件を

付すことができる。  

（使用承認の期間） 
第４条 デザイン等の使用許可の期間は、前条第１項または第２項の規定により使用

承認を受けた日から１年間とする。ただし、デザイン等の使用期間が限定されてい

るときは、当該使用承認の期間を短縮することができる。 
２ 第３条の規定により使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、前項の

期間満了後において、引き続きデザイン等を使用しようとする場合は、改めて申請

を行い、承認を受けなければならない。 
（使用の不承認） 

第５条 市長は、次のいずれかに該当するときは、デザイン等の使用を承認しないも

のとする。 

（１）「サガピー」のイメージを損なうおそれがあると認められるとき 

（２）「サガピー」を著しく変形していると認められるとき 

（３）デザイン等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認めら

れるとき 

（４）法令及び公序良俗に反すると認められるとき 



（５）宗教的活動、政治活動等での使用 

（６）暴力団、暴力団員又は暴力団員と関係を有していると認められるとき 

（７）食育の推進にあたり、望ましくない使用が認められるとき  

（８）第三者の利益を害すると認められるとき 

（９）前各号に掲げるほか、市長がデザイン等の使用を不適当と認める場合 

（使用承認の変更） 

第６条 使用者は、使用承認を受けた事項に変更が生じるときは、「サガピー」デザ

イン等使用承認変更申請書（第４号様式）を市長に提出し、改めて変更後の使用承

認通知書の交付を受けなければならない。 

（使用承認の取り消し） 

第７条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、当該使用承認を取り消す

ことができるものとし、使用承認の取り消しを決定したときは使用者に対して「サ

ガピー」デザイン等使用承認取消通知書（第５号様式）を交付するものとする。 

（１）使用者がこの要領に違反したとき 

（２）使用者が第３条第２項に基づく使用承認の条件に違反したとき 

（３）第５条各号のいずれかに該当するに至ったとき 

２ 前項の規定による承認の取り消しにより、使用者等が損害を受けた場合において、

市はその賠償の責を負わない。 

（使用料） 

第８条 デザイン等の使用料は、無料とする。 

（権利設定の禁止） 

第９条 デザイン等の利用に関する一切の権利は、相模原市に帰属するものとし、使

用者は、商標法（昭和３４年法律第１２７号）による商標登録、意匠法（昭和３４

年法律第１２５号）による意匠登録等、デザイン等を利用して著作物に関する自己

の権利を新たに設定又は登録してはならない。 

（目的外使用及び権利譲渡の禁止） 

第１０条 使用者は、第２条の規定により使用承認を受けた事項以外の目的にデザイ

ン等を使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。 

（補足） 

第１１条 この要領に定めるもののほかデザイン等の使用に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する 

 
 
 



第１号様式 

 

「サガピー」デザイン等使用申請書 
 

年  月  日  
相模原市長あて 

             申請者 所 在 地                     

                 団 体 名                     

                 代表者名                     

                 電  話                      
 
 次のとおり相模原市食育推進マスコットキャラクター「サガピー」のデザイン等を使用した

いので、申請します。 

使用目的  

使用する品物・使用形態  

作成又は使用個数（単位） （     ） 

使用方法  
※使用見本もしくは使用案を添付すること 

使用期日又は期間 年  月  日 ～    年  月  日 

特記事項  

担当者連絡先 

氏  名  

電話番号  

FAX 番号  

Ｅメール  

※申請書に記載された個人情報については、「サガピー」デザイン等使用承認業務以外の目的に使

用することはありません。 
 
 
 
 
 
 



 
第２号様式 

 
「サガピー」デザイン等使用承認通知書 

  
 相模原市指令（健康課）第   号 

 
（所在地） 
（団体名） 
（代表者名）            様 
 

  年  月  日付で申請のあった相模原市食育推進マスコットキャラクター 
「サガピー」のデザイン等の使用について、次のとおり承認いたします。 

 
年  月  日 

相模原市長      
        

使用目的    

使用する品物・使用形態  

作成又は使用個数（単位） （     ） 

使用方法  

使用期日又は期間 年  月  日～    年  月  日 

使用承認の条件 裏面記載の承認条件を遵守すること。 

特記事項  

担 当 課  健康増進課 ０４２（７６９）８２７４（直通） 

 
 



 

第２号様式（裏面） 

 

相模原市マスコットキャラクター「サガピー」のデザイン等使用に係る承認条件 
 
 
１ 本デザイン等の使用にあたっては、『相模原市マスコットキャラクター「サガピー」デザ

イン等に関する要領』の指示に基づくこと。 
２ 名称を表記する場合はカタカナ表記で「サガピー」とすること。 
３ 使用者が本デザイン等の使用に際して、故意または過失により市に損害を与えた場合、

これによって生じた損害について賠償すること。 
４ 本デザイン等を付した製品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、市は一切責任

を負わないものとする。 
５ 本デザイン等を付する製品等については、法令等で定める製造基準及び表示義務を満た

すものであること。 
６ 本デザイン等との同一性を損なわないこと。また、本デザイン等と異なる表示を行う場

合には、予め市長と協議を行うこと。 
７ 承認にかかる物品の（ 完成品 ・ 完成品の写真 ）を、速やかに市長に提出するこ

と。 
８ その他の条件 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
第３号様式 

 
「サガピー」デザイン等使用不承認通知書 

 
 相模原市指令（健康課）第   号 
 

（所在地） 
（団体名） 
（代表者名）          様 

 
年  月  日付で申請のあった相模原市食育推進マスコットキャラクター 
「サガピー」のデザイン等の使用について、次のとおり不承認といたします。 

 
年  月  日 

相模原市長      
 

使用目的  

使用する品物 
又は使用形態 

   

使用方法  

使用期日又は期間 年  月  日～    年  月  日 

不承認の理由  

備 考  

担 当 課 健康増進課 電話０４２（７６９）８２７４（直通） 

 



第４号様式 

 

「サガピー」デザイン等使用承認変更申請書 
 

年  月  日  
 

相模原市長 あて 
 

             申請者 所 在 地                     

                 団 体 名                     

                 代表者名                      

                 電  話                      
 
 次のとおり使用承認を受けた事項について変更したいので、申請します。 

承認番号 相模原市指令（健康課）第   号 

使用目的  

使用する品物 
又は使用形態 

 

変更する事項  

変更の理由  

特記事項  

担当者連絡先 

氏  名  

電話番号  

ファクス番号  

Ｅメール  

 



第５号様式 

 
「サガピー」デザイン等使用承認取消通知書 

  
相模原市指令（健康課）第   号 
 
（所在地） 
（団体名） 
（代表者名）          様 

 
年  月  日付相模原市指令（健康課）第   号で通知した「サガピー」デザイン

等使用承認通知書については、次の理由により使用承認を取り消すこととしましたので通知し

ます。 
 

年  月  日 
   相模原市長          

 

使用目的  

使用する品物 
又は使用形態 

 

使用方法  

使用期日又は期間 年  月  日～    年  月  日 

取り消しの理由  

備 考  

担 当 課 健康増進課 電話０４２(７６９)８２７４（直通） 

 

 


